
 

志木市指定文化財の指定について 

 

志木市教育委員会は、文化財保護法及び志木市文化財保護条例に基づき、新たに「西原大塚

遺跡１０８号住居跡出土の人面
じんめん

把
とっ

手付
て つ き

土器
ど き

ほか８４点」を志木市指定文化財に指定しました。

人面把手付土器は、広報しき令和５年１２月号の表紙を飾った資料です。 

今回の指定により、志木市内の指定等文化財は、国指定１件、国登録７件、市指定３７件の

計４５件となります。 

 

１ 指定年月日 令和６年７月１日 

 

２ 文化財の名称・種類 

名称：西原大塚遺跡１０８号住居跡出土の人面把手付土器 

ほか８４点 

種類：有形文化財 考古資料 

 

３ 文化財の概要・特徴 

指定対象は、西原大塚遺跡第３５地点の発掘調査により発見された、縄文時代１０８号

住居跡出土の一括資料で、土器３７点、土製品３０点、石器１８点の計８５点です。 

土器は、縄文時代中期の西関東・中部地方に分布する勝坂式土器を主体とした一群で、

粘土紐による区画文を施すなど、独特の意匠と高い装飾性を特徴としています。なかでも、

人面把手付土器は、口縁部に大形の人面把手と蛇状把手が向かい合うように付くなど大変

特徴的で、全国的にも珍しく、学術的価値も高い資料です。ほかにも、ヘビ状文や手腕状

文を有する土器、東関東や南東北地方などの遠隔地に分布域を持つ土器、赤色・黒色顔料

により文様が描かれる土器が含まれています。 

土器片錘などの土製品、打製石斧などの石器は、縄文時代の狩猟・採集に密接に関わる

道具として、当時の生業活動を示す資料です。 

 

４ 指定理由 

当該資料は、豊富な数量とバリエーションを有しており、志木市を含む西南関東地域に

おける縄文時代中期の文化様相をよく示しており、大変貴重な文化財です。 
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